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は
じ
め
に

　
「
執
行
が
終
わ
っ
た
文
書
は
、
も
う
使
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
保
管
し
て
お
く
と
、
場
所
は
と
る
し
、
手
間
も
か
か
る
か
ら
、
早
く
捨

て
て
し
ま
い
た
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
事
務
を
執
行
す
る
現
場
で
は
良
く
い
わ
れ
る
。

　

な
ぜ
、
執
行
が
終
わ
っ
た
文
書１
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
執
行
が
終
わ
っ
た
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
に
は
、
二
つ

の
意
義
が
あ
る
と
思
う
。

　

一
つ
は
、
創
立
以
来
の
早
稲
田
大
学
の
歩
み
を
、
学
園
関
係
者
ば
か
り
で
な
く
、
人
類
共
有
の
遺
産
と
し
て
こ
れ
を
未
来
に
伝
え
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
本
学
の
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
あ
る
い
は
図
書
館
に
は
、
創
立
以
来
の
貴
重
な
文
書
が
保
存
公
開
さ
れ
て
お
り
、
早
稲

田
大
学
の
歴
史
を
知
ろ
う
と
い
う
人
は
、
い
つ
で
も
そ
れ
ら
の
文
書
を
直
接
手
に
と
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
未
来
の
人

文
書
管
理
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

│
│ 

早
稲
田
大
学
の
現
状
と
未
来 

│
│

浅

古
　

弘
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が
現
在
の
早
稲
田
大
学
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
と
き
の
た
め
に
、
重
要
な
文
書
は
残
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
で
本
学
が
社
会
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
本
学

が
、
あ
る
施
策
に
つ
い
て
意
思
決
定
し
執
行
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
意
思
決
定

に
至
っ
た
の
か
。
そ
の
意
思
決
定
に
至
る
検
討
・
協
議
・
審
議
の
過
程
や
そ
の
決
定
に
基
づ
く
施
策
の
執
行
過
程
で
作
成
取
得
さ
れ
た
文

書
が
保
存
さ
れ
利
用
可
能
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
い
つ
で
も
そ
の
文
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
決
定
や
執
行
が
正
し
か
っ
た
の
か

ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本
学
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
施
策
が
正
し
い
意
思
決
定
で
あ
り
執
行
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
文
書
を
閲
覧
し
て
貰
う
こ
と
で
、
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
は
、
未
来

の
検
証
に
堪
え
う
る
意
思
決
定
で
あ
り
、
執
行
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
本
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
文
書
の
保
存
の
た
め
に
、
本
学
に
お
け
る
文
書
の
管
理
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
の
試
み
で
あ
る
。

１　

文
書
管
理
監
査
の
現
状

　

監
査
室
は
、
二
〇
一
〇
年
度
の
業
務
監
査
と
し
て
本
学
の
文
書
管
理
に
関
す
る
監
査
を
実
施
し
た
。
こ
の
監
査
は
、
本
学
に
お
け
る
文

書
管
理
に
つ
い
て
、
文
書
の
作
成
か
ら
廃
棄
に
至
る
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
一
元
的
に
管
理
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
文
書
管
理
の

現
状
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
監
査
結
果
は
、
監
査
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
内
部
監
査
規
程
10
条
に
従
っ
て
総
長
に
提
出
さ
れ
、
被

監
査
箇
所
の
長
及
び
理
事
会
に
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
学
術
院
長
会
に
報
告
し
た
「
二
〇
一
〇
年
度
業
務
監
査
の
概
要
」
を

紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
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「
二
〇
一
〇
年
度
業
務
監
査
の
概
要
」

　
（
１

）　

監
査
の
実
施
目
的

　
　
　

本
学
に
お
け
る
文
書
管
理
の
問
題
点
を
把
握
し
、
具
体
的
な
改
善
に
資
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
。

　
（
２

）　

監
査
の
実
施
体
制

　
　

 　

本
業
務
監
査
は
、
本
学
監
査
室
が
実
施
し
た
。
た
だ
し
、
調
査
票
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
協
力
を
得
、

総
務
部
法
人
課
と
協
働
で
こ
れ
を
行
っ
た
。

　
（
３

）　

監
査
方
法

　
　

①
調
査
票
「
文
書
管
理
に
関
す
る
現
状
調
査
」
に
よ
る
現
状
の
確
認
。

　
　

②
所
掌
事
務
等
を
勘
案
し
て
抽
出
し
た
14
箇
所
へ
の
実
地
調
査
。

　
　

③
本
部
主
管
箇
所
の
担
当
者
、
箇
所
担
当
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
。

　
（
４

）　

監
査
対
象

　
　

 　

本
学
全
箇
所
に
つ
い
て
、
媒
体
の
如
何
を
問
わ
ず
、
文
字
だ
け
で
な
く
、
図
画
、
映
像
及
び
音
声
等
の
情
報
が
記
録
さ
れ
た
も
の

（
こ
れ
を
「
文
書
」
と
い
う
）
の
管
理
を
監
査
の
対
象
と
し
た
。

　
（
５

）　

監
査
日
程

　
　

①
主
と
し
て
調
査
票
に
よ
る
調
査
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
か
ら
同
月
二
五
日
。

　
　

②
箇
所
へ
の
実
地
調
査
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
二
〇
一
〇
年
八
月
二
五
日
か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
。

　
　
　

た
だ
し
、
法
人
課
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
に
追
加
実
施
。
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（
６

）　

制
約
と
限
界

　
　
　

本
監
査
報
告
書
の
利
用
に
際
し
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

① 
本
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、
各
箇
所
よ
り
収
集
あ
る
い
は
提
出
さ
れ
た
資
料
も
し
く
は
関
係
者
へ
の
質
問
に
基

づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
間
的
制
約
等
に
よ
り
、
す
べ
て
の
事
実
関
係
を
確
認
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
　

② 

本
監
査
報
告
書
は
、
本
学
に
お
け
る
内
部
監
査
の
一
環
と
し
て
策
定
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
の
目
的
の
用
に
供
す
る

も
の
で
は
な
い
。

　
　

③ 

本
調
査
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
継
続
し
て
実
施
し
て
お
り
、
報
告
内
容
は
各
箇
所
へ
の
調
査

時
点
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
各
箇
所
に
お
い
て
改
善
を
行
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
（
７

）　

業
務
監
査
の
結
果
（
講
評
）

　
　

① 

業
務
の
た
め
に
文
書
が
発
生
（
起
案
あ
る
い
は
取
得
）
す
る
段
階
か
ら
そ
の
最
終
処
置
（
廃
棄
な
い
し
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（
文
書
館
）
で
記

録
史
料
と
し
て
永
久
保
存
）
に
至
る
ま
で
の
全
過
程
を
一
元
的
・
集
中
的
に
管
理
す
る
総
合
的
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
（
図
１

参
照
）

が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

② 

ほ
と
ん
ど
の
箇
所
に
お
い
て
、
文
書
保
存
規
程
に
基
づ
く
、
半
現
用
文
書
の
整
理
、
保
存
文
書
目
録
の
作
成
、
保
存
、
移
管
、
廃

棄
に
関
す
る
文
書
管
理
の
ル
ー
ル
が
ル
ー
ル
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
運
用
も
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ

る
。

　
　

③  

文
書
保
存
規
程
が
列
挙
し
て
い
る
文
書
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
現
状
の
文
書
の
あ
り
方
に
適
合
的
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
　

④ 

文
書
を
保
管
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
て
い
る
。

　
　

⑤ 

情
報
資
産
価
値
の
高
い
文
書
の
保
管
場
所
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
問
題
の
あ
る
箇
所
が
あ
る
。
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⑥ 

文
書
の
移
管
が
文
書
保
存
規
程
通
り
に
運

用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

⑦ 

電
子
媒
体
の
文
書
管
理
に
関
す
る
規
則
が

な
い
。

　
（
８

）　

提
言

　
　

 　

以
上
の
結
果
か
ら
、
本
学
に
と
っ
て
重
要

な
文
書
（
証
拠
的
価
値
、
歴
史
的
価
値
な
ど
、

費
用
を
か
け
て
で
も
永
久
に
保
存
す
る
価
値
を
有

す
る
文
書
）
を
確
実
に
保
存
し
、
本
学
が
果

た
す
べ
き
説
明
責
任
と
校
史
関
係
資
料
の
充

実
に
資
す
る
た
め
に
、
次
の
施
策
の
実
現
が

強
く
望
ま
れ
る
。

　
　

① 

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
し
て
、
総
合

的
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
た
文
書

管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

る
。

　
　

② 

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
大
学
組
織
の
文

書
の
保
存
と
各
事
務
組
織
に
対
す
る
文
書

執行機関

現用文書

起案→稟議→決裁→執行

記録センター
（中間保管庫）

半現用文書

保存期間

文書館
（アーカイブズ）

非現用永久保存文書
（記録史料）

廃 棄 廃 棄

（選別） （選別）

最終処置スケジュール

記 録 管 理 法

情 報 公 開 30年公開原則

（ファイリング）

）準基別選（）準基別選（

図１：総合的文書管理システム

現 用 文 書：業務の執行のために現に使用されている文書。
半現用文書： 業務の処理が終わり、日常業務としては使用されないが、証拠としてあるいは日常業

務の参考にする等のために保存されている文書。
非現用文書：所定の保存期間が満了した文書。
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管
理
の
指
導
監
督
を
す
る
権
限
を
有
す
る
組
織
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
校
史
の
資
料
を
収
集
す
る
た
め
の
組
織
で
は
な
い
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
　

③ 
各
箇
所
の
文
書
管
理
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
、
中
間
保
管
庫
を
設
置
し
て
、
半
現
用
文
書
の
う
ち
有
期
保
存
文
書
を
一
元
的
・
集

中
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　

④
文
書
管
理
の
対
象
と
な
る
大
学
の
文
書
と
は
何
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

⑤
電
子
媒
体
の
文
書
を
管
理
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
を
早
急
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑥ 

電
子
媒
体
の
文
書
保
存
に
当
た
っ
て
は
、
技
術
的
・
経
済
的
要
素
を
検
討
し
、
五
十
年
後
、
百
年
後
に
読
み
出
し
可
能
な
方
式
・

形
態
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
　

⑦ 

文
書
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
っ
た
文
書
の
移
管
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
永
久
保
存
文
書
に
つ
い
て
も
、
一
定
期
間
経
過

後
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
移
管
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

⑧
文
書
の
廃
棄
は
、
文
書
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
定
め
た
手
続
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑨ 

調
査
、
法
的
問
題
、
訴
訟
、
監
査
な
ど
に
関
係
す
る
文
書
は
保
存
期
間
を
経
過
し
て
い
て
も
箇
所
の
判
断
で
廃
棄
し
な
い
よ
う
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
監
査
結
果
を
踏
ま
え
、
内
部
監
査
規
程
11
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
長
の
指
示
に
基
づ
き
、
法
人
統
括
担
当
常
任
理
事
に
対
し
、「
本

学
に
と
っ
て
重
要
な
文
書
（
証
拠
的
価
値
、
歴
史
的
価
値
な
ど
、
費
用
を
か
け
て
で
も
永
久
に
保
存
す
る
価
値
を
有
す
る
文
書
）
を
確
実
に
保
存
し
、

本
学
が
果
た
す
べ
き
説
明
責
任
と
校
史
関
係
資
料
の
充
実
に
資
す
る
た
め
の
諸
施
策
の
検
討
を
行
う
よ
う
」
勧
告
が
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
勧
告
を
受
け
て
、
法
人
統
括
担
当
常
任
理
事
は
、
新
た
な
文
書
管
理
体
制
の
構
築
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
、「
全
学
の
協
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力
の
も
と
、
規
約
、
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
運
用
体
制
の
確
立
に
向
け
て
、
諸
施
策
を
講
じ
て
行
く
こ
と
と
す
る
」

と
の
基
本
的
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
早
急
に
改
善
が
必
要
な
事
項
か
ら
優
先
的
に
取
り
組
む
と
し
て
、
①
規
約
・
実
施

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
、
②
文
書
管
理
体
制
の
整
備
、
③
保
存
施
設
、
設
備
等
の
確
保
を
優
先
課
題
と
し
、
ま
た
本
学
に
お
け
る
「
あ
る

べ
き
文
書
管
理
体
制
（
含
む
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
想
）
の
将
来
構
想
」
に
つ
い
て
、
法
人
統
括
担
当
常
任
理
事
の
も
と
に
学
内
外
の
専
門
家
や

関
連
箇
所
が
参
加
す
る
「
文
書
管
理
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置
し
て
、
情
報
公
開
、
校
史
関
係
資
料
の
収
集
あ
る
い
は
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
な
ど
へ
の
対
応
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
と
す
る
回
答
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
今
年
の
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
全
学
の
各
箇
所
の
現
用
・
半
現
用
文
書
の
一
斉
調
査
が
行
わ
れ
、
保
存
文
書
目
録
（
情
報

資
産
目
録
）
の
作
成
が
行
わ
れ
た
。

２　

他
大
学
で
の
文
書
管
理
へ
の
取
組
み

　

国
立
大
学
は
、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
11
年
法
律
第
42
号
、「
行
政
機
関
情
報
公

開
法
」）
が
施
行
さ
れ
、
国
立
大
学
の
行
政
文
書
も
情
報
公
開
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
国
立
大
学
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月

に
法
人
化
さ
れ
て
国
立
大
学
法
人
と
な
り
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13
年
法
律
第
140
号
、「
独
立

行
政
法
人
情
報
公
開
法
」）
及
び
同
施
行
令
（
平
成
14
年
政
令
第
199
号
）
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
一
年
四
月
、
公

文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
21
年
法
律
第
66
号
、「
公
文
書
管
理
法
」）
及
び
同
施
行
令
（
平
成
22
年
政
令
第
250
号
）
が
施
行
さ
れ
、
国

立
大
学
の
法
人
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
国
立
大
学
の
文
書
管
理
は
、
法

の
枠
組
み
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た２
。
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情
報
公
開
に
対
応
す
る
た
め
、
各
国
立
大
学
で
は
現
用
文
書
・
半
現
用
文
書
を
対
象
と
し
た
「
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
シ
ス
テ
ム
」

の
作
成
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
作
業
は
、
現
用
・
半
現
用
の
法
人
文
書
の
所
在
把
握
と
目
録
作
成
を
す
る
た
め
に
、
必
然
的
に
現
用
文
書
・

半
現
用
文
書
と
非
現
用
文
書
の
選
別
の
作
業
を
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
国
立
大
学
で
は
保
存
期
間
を
満
了
し
て
非
現
用
と
な
っ

て
い
た
文
書
の
目
録
化
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う３
。
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
保
存
期
間
を
満
了
し
た
文
書
の
う
ち
、
歴
史
的
価
値
の
あ

る
重
要
な
文
書
を
保
存
し
管
理
す
る
セ
ク
シ
ョ
ン
の
必
要
が
意
識
さ
れ
、
大
学
ア
ー
カ
ブ
ズ
の
設
置
の
機
運
を
醸
成
し
た
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
し
て
い
る
大
学
は
、
北
海
道
大
学
、
東
北
大
学
、
名
古
屋
大
学
、

京
都
大
学
、
神
戸
大
学
、
広
島
大
学
と
九
州
大
学
だ
け
で
あ
る
。
東
京
大
学
は
、
は
や
く
一
九
八
三
年
に
百
年
史
編
集
委
員
会
に
よ
る
大

学
文
書
館
の
設
置
の
提
言
が
な
さ
れ
た４
。
一
九
八
七
年
四
月
に
東
京
大
学
史
史
料
室
が
東
京
大
学
百
年
史
編
集
室
を
引
き
継
ぐ
形
で
設
置

さ
れ
、
東
京
大
学
に
関
係
し
た
資
史
料
を
収
集
・
保
存
し
て
い
る
が
、
現
在
の
東
京
大
学
法
人
文
書
規
則
で
は
、
現
用
文
書
は
部
局
単
位

で
管
理
し
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
法
人
文
書
で
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
、
国
立

公
文
書
館
の
長
と
協
議
の
う
え
、
移
管
す
る
（
同
規
則
12
条
）
と
し
て
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
私
立
大
学
に
は
情
報
公
開
法
も
公
文
書
管
理
法
も
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、「
年
誌
編
纂
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
」
と
い
う
流
れ

が
起
き
な
か
っ
た
。
私
立
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
わ
れ
る
組
織
は
、
早
稲
田
大
学
の
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（W

aseda U
niversity 

A
rchives

）
の
よ
う
に
校
史
編
纂
か
ら
生
ま
れ
た
組
織
が
中
心
で
あ
り
、
文
書
管
理
の
権
限
も
責
任
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

法
人
文
書
の
継
続
的
移
管
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
私
立
大
学
の
校
史
編
纂
関
係
者
か
ら
は
、
私
立
大
学
も
社
会
に
対
す
る

説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
に
情
報
公
開
に
堪
え
う
る
学
内
組
織
と
し
て
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
自
律
的
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
声

が
聴
か
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
本
格
的
な
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
設
立
さ
れ
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
。
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３　

ア
メ
リ
カ
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
紹
介

　

こ
こ
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（T

he H
arvard U

niversity A
rchive

５s

）
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
Ｈ
Ｕ
Ａ
は

一
九
三
九
年
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
使
命
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
歴
史
的
記
録
を
保
存
公
開
し
、
大
学
の
活
動
に
関
わ
る
真
正
で
、
信

頼
で
き
か
つ
完
全
な
記
録
を
蒐
集
し
、
現
用
記
録
の
最
高
水
準
の
管
理
を
推
進
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
で
、
教
育
研
究
と
い
う
大
学
の

使
命
を
支
援
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
大
学
の
記
録
を
確
実
に
管
理
す
る
た
め
に
、
そ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
（
作

成
・
保
管
・
利
用
・
廃
棄
）
に
よ
る
記
録
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
管
理
す
る
こ
と
と
大
学
組
織
の
記
録
の
保
存
と
各
事
務
組
織
に
対
す
る
記
録

管
理
の
指
導
監
督
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

Ｈ
Ｕ
Ａ
は
、
大
学
図
書
館
の
一
部
局
で
あ
り
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ヤ
ー
ド
に
あ
る
ピ
ュ
ー
ジ
図
書
館
の
地
下
に
あ
る
。
職
員
は
24
名
で
あ

る
。
館
長
はU

niversity A
rchivist

と
呼
ば
れ
、
管
理
部
、
収
集
開
発
部
、
収
集
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
、
記
録
管
理
サ
ー
ビ
ス
部
（
こ

の
部
がRecord M

anagem
ent O

ffice

と
呼
ば
れ
、
分
析
グ
ル
ー
プ
と
作
業
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
）
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
専
門
職
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

主
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
大
学
の
記
録
（
含
出
版
物
）、
終
身
在
職
教
授
の
論
文
、
大
学
史
関
係
資
料
、
ハ
ー
バ
ー
ド
に
属
す
る
組
織

の
記
録
、
学
位
論
文
・
卒
業
論
文
・
優
秀
論
文
、
映
像
資
料
等
で
あ
る
。
逆
に
「
大
学
の
記
録
で
な
い
も
の
」
が
定
義
さ
れ
て
い
る
。
①

一
時
の
便
宜
の
た
め
に
作
成
し
た
文
書
コ
ピ
ー
の
余
部
、
②
出
版
物
の
配
布
用
コ
ピ
ー
の
余
部
、
③
現
存
す
る
唯
一
の
複
製
物
で
あ
る
コ

ピ
ー
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
除
い
た
複
写
物
、④
教
職
員
の
個
人
的
資
料
、⑤
教
員
の
研
究
ノ
ー
ト
（
た
だ
し
、外
部
資
金
に
よ
る
研
究
ノ
ー

ト
は
大
学
の
記
録
）、
⑥
供
給
す
る
た
め
に
保
管
し
て
い
る
未
記
入
の
書
式
文
書
、
⑦
大
学
の
業
務
に
関
わ
ら
な
い
個
人
的
な
文
書
、
⑧
図
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書
館
や
博
物
館
な
ど
が
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
等
の
た
め
に
作
成
し
た
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
文
書
は
、「
大
学
の
記
録
で
な
い
」
と
さ
れ
、
Ｈ
Ｕ
Ａ
の

管
理
か
ら
外
さ
れ
る
。

　

記
録
管
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
一
般
記
録
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
Ｇ
Ｒ
Ｓ
）
と
特
別
記
録
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
Ｓ
Ｒ
Ｓ
）
の
二
つ
が
あ
る
。
一
般

管
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
一
般
の
大
学
記
録
を
管
理
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
り
、
連
邦
法
・
州
法
を
基
礎
に
、
大
学
の
政
策
と
実
務
、

記
録
管
理
に
関
す
る
専
門
的
慣
習
を
加
味
し
て
作
成
さ
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
以
前
の
記
録
は
相
対
的
に
少
な
い
の

で
、
Ｇ
Ｒ
Ｓ
は
適
用
さ
れ
ず
、
廃
棄
す
る
と
き
は
必
ず
Ｈ
Ｕ
Ａ
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
記
録
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
特

別
な
活
動
に
関
わ
る
記
録
や
特
別
保
存
が
必
要
な
記
録
に
適
用
さ
れ
る
。
特
別
記
録
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
Ｈ
Ｕ
Ａ
と
そ
の
部
局
と
の
協
議

に
よ
っ
て
定
ま
る
。
特
別
記
録
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
一
般
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
優
先
す
る
。

　

文
書
の
移
管
は
、
永
久
保
存
記
録
に
つ
い
て
は
、
半
現
用
段
階
に
な
れ
ば
Ｈ
Ｕ
Ａ
へ
移
管
さ
れ
、
有
期
保
存
記
録
は
、
半
現
用
段
階
に

な
れ
ば
記
録
セ
ン
タ
ー
あ
る
い
は
保
管
庫
へ
送
ら
れ
る
。
半
現
用
記
録
の
回
収
は
定
期
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
移
管
リ
ス
ト
を
作
成
し
事

務
所
に
あ
る
専
用
の
紙
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
お
く
と
Ｈ
Ｕ
Ａ
が
回
収
し
て
い
く
。
キ
ャ
パ
ス
を
Ｈ
Ｕ
Ａ
と
書
か
れ
た
白
い
バ
ン
が
回
収
の

た
め
走
り
回
っ
て
い
る
。
定
期
回
収
の
他
に
も
午
後
三
時
ま
で
に
Ｈ
Ｕ
Ａ
に
連
絡
す
る
と
翌
日
回
収
が
行
わ
れ
る
。

　

記
録
の
廃
棄
は
、
Ｈ
Ｕ
Ａ
が
定
め
た
手
続
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
記
録
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
る
廃
棄
は
、
一
般
業
務

と
し
て
各
部
局
が
廃
棄
す
る
場
合
と
記
録
管
理
サ
ー
ビ
ス
部
が
廃
棄
す
る
場
合
が
あ
る
。
調
査
、
法
的
問
題
、
訴
訟
、
監
査
な
ど
に
関
係

す
る
記
録
は
保
存
期
間
を
終
了
し
て
い
て
も
廃
棄
で
き
な
い
。
一
般
業
務
と
し
て
各
部
局
が
廃
棄
す
る
と
き
は
、
保
存
期
間
が
終
了
し
て

い
る
こ
と
と
調
査
、
法
的
問
題
、
訴
訟
、
監
査
な
ど
に
関
係
す
る
記
録
で
な
い
こ
と
が
廃
棄
の
要
件
と
な
る
。
記
録
を
廃
棄
す
る
部
局
は
、

事
務
所
内
記
録
廃
棄
届
を
Ｈ
Ｕ
Ａ
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
録
管
理
サ
ー
ビ
ス
部
が
記
録
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
記
録
作
成
箇

所
の
承
認
を
得
て
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
録
作
成
箇
所
は
保
存
期
間
の
延
長
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
廃
棄
に
際
し
て
は
、
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廃
棄
記
録
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

電
子
媒
体
の
記
録
も
大
学
の
記
録
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
。E-m

ail

も
、
個
人
的
通
信
を
除
い
て
は
、
大
学
記

録
と
さ
れ
、
Ｈ
Ｕ
Ａ
の
管
理
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
電
子
媒
体
の
記
録
は
、E-m

ail

を
含
め
て
、
印
刷
し
て
フ
ァ

イ
ル
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
必
要
な
全
て
の
電
子
媒
体
の
フ
ァ
イ
ル
を
保
存
す
る
容
量
が
サ
ー
バ
ー
に
な
い
こ
と
、

技
術
発
展
（
ソ
フ
ト
は
平
均
で
十
八
ヶ
月
で
新
版
が
で
る
）
に
よ
っ
て
、
常
に
デ
ー
タ
を
新
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て

い
る６
。
ソ
フ
ト
に
依
存
す
る
電
子
媒
体
の
記
録
が
、
将
来
読
み
出
し
不
可
能
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
の
措
置
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

　

二
〇
〇
一
年
九
月
に
文
書
（
記
録
）
管
理
の
国
際
規
格ISO

15489

が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
構
成
は
、
第
１

部
記
録
管
理
の
一
般
原
則

ISO
15489-1

と
第
２

部
記
録
管
理
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ンISO

15489-2

か
ら
な
る
。
二
〇
〇
五
年
に
はISO

15489-1

を
も
と
に
「
情
報
及
び

ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
│
記
録
管
理　

第
１

部
総
説
」JIS X

 0902-1: 2005

が
日
本
工
業
規
格
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
文
書
（
記
録
）

管
理
の
国
際
規
格
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
規
格
協
会
国
家
規
格A

SA
4390: 1996

）
を
元
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
説
明
責
任
と
リ
ス
ク
管
理
を
重
視
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

こ
の
規
格
は
、
公
的
又
は
民
間
の
組
織
が
業
務
活
動
遂
行
の
過
程
で
作
成
・
受
領
す
る
記
録
、
又
は
記
録
の
作
成
・
維
持
の
義
務
を
も

つ
個
人
が
作
成
又
は
受
領
す
る
記
録
の
管
理
に
関
す
る
指
針
で
あ
り
、
私
立
大
学
の
文
書
（
記
録
）
管
理
も
適
用
範
囲
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、ISO

9000

シ
リ
ー
ズ
（
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
）、ISO

14000

シ
リ
ー
ズ
（
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
）
あ
る
い
はISO

27001

（
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
）
の
よ
う
な
認
証
資
格
制
度
は
な
く
、
ま
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
内
の
記
録
史
料
の
管
理
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
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こ
の
規
格
で
は
、
業
務
の
継
続
的
遂
行
を
支
え
、
規
制
環
境
を
順
守
し
、
必
要
な
説
明
責
任
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
組
織
は
、
必
要

な
期
間
中
、
真
正
で
信
頼
で
き
、
利
用
で
き
る
記
録
を
作
成
し
、
維
持
し
、
そ
れ
ら
の
記
録
の
完
全
性
を
保
護
す
る
よ
う
な
記
録
管
理
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
制
定
し
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
説
明
責
任
を
完
全
に
す
る
た
め
に
は
、
記
録
は
、
確
定
し
た
事
項

の
記
録
だ
け
で
な
く
、
何
が
伝
え
ら
れ
、
決
定
さ
れ
、
又
は
ど
の
よ
う
な
行
動
が
と
ら
れ
た
か
を
正
確
に
反
映
す
る
記
録
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
記
録
も
情
報
公
開
の
対
象
と
し
て
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。

　
「W

aseda V
ision 150

」
で
は
、「W

aseda N
ext 125

」
の
中
間
総
括
と
今
後
の
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
文
書
管
理

に
関
し
て
は
、
改
善
提
案
を
基
に
早
急
に
具
体
案
を
策
定
の
上
、
執
行
体
制
を
確
立
し
て
い
く
」
と
あ
る
。「
本
学
の
教
育
と
研
究
、
文

化
資
産
、
経
営
等
に
関
す
る
情
報
の
積
極
的
な
公
開
を
進
め
る
こ
と
で
、
社
会
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
本
学
の
教
育
・

研
究
並
び
に
社
会
貢
献
に
取
り
組
む
姿
勢
と
内
容
を
広
く
社
会
と
共
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
の
公
開
と
発
信
を
通
し
て
、
社
会
に
開
か

れ
、
世
界
に
評
価
さ
れ
る
大
学
を
目
指
す
」（
情
報
公
開
・
発
信
ポ
リ
シ
ー
）
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
文
書
管
理
の
体
制
の
整
備

が
不
可
欠
と
な
る
。
早
急
に
前
出
の
「
文
書
管
理
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
を
立
ち
上
げ
、
必
要
な
文
書
管
理
に
関
す
る
具
体
的
提

言
を
と
り
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
国
際
規
格
に
あ
っ
た
文
書
管
理
規
則
へ
の
改
訂
及
び
文
書
管
理
を
指
導
監
督
し
情
報
公
開
を
支
え
る

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
は
必
須
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
書
管
理
規
則
の
改
訂
に
あ
た
っ
て
は
、
何
を
大
学
の
文
書
（
記
録
）

と
す
る
か
が
大
切
で
あ
り
、
事
務
組
織
の
文
書
だ
け
を
対
象
と
す
べ
き
で
な
く
、
教
員
の
手
元
に
置
か
れ
る
文
書
も
文
書
管
理
の
対
象
に

加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
公
的
資
金
に
よ
る
研
究
や
受
託
研
究
に
関
す
る
文
書
は
大
学
の
文
書
と
し
て
管
理
を
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
は
、
専
門
職
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
配
置
や
保
存
施
設
の
確
保
な
ど
、
実
現
す
る
に
は
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
も
多
い
。
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註（
１

）　

本
稿
で
は
、「
文
書
」
を
「
法
的
な
責
任
の
履
行
、
又
は
業
務
処

理
に
お
け
る
、
証
拠
及
び
情
報
と
し
て
、
組
織
、
又
は
個
人
が
作
成
、

取
得
及
び
維
持
す
る
情
報
」（JIS X

0902-1

〈ISO
 15489-1

〉）
の

意
味
に
使
っ
て
い
る
。
紙
媒
体
で
あ
る
か
電
子
媒
体
で
あ
る
か
、
媒

体
の
如
何
を
問
わ
な
い
。

（
２

）　

日
本
に
お
け
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
取
り
上
げ
た
文
献
と
し
て

は
、
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
編
『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
が
あ
る
。
本
節
の
記
述
に
当

た
っ
て
は
、
桑
尾
光
太
郎
・
谷
本
宗
生
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
の
あ

ゆ
み
」
同
書
二
一
頁
以
下
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
３

）　

桑
尾
光
太
郎
「
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
試
み
」
大
阪
大
学
文
書

館
設
置
準
備
室
だ
よ
り
６

（
二
〇
一
〇
年
）、
三
頁
。

（
４

）　
『
東
京
大
学
関
係
資
料
の
保
存
と
利
用
に
関
す
る
予
備
的
研
究
』

（
東
京
大
学
創
立
百
年
記
念
学
術
研
究
奨
励
資
金
に
よ
る
学
内
共
同

研
究　

昭
和
56
・
57
年
度
研
究
調
査
報
告
）
一
九
八
三
年
。

（
５

）　http://hul.harvard.edu/huarc/

（
６

）　M
atthew

 J. C
ioffi, E

lectronic D
esktop M

anagem
ent 

Guidelines 

（H
arvard U

niversity A
rchives, 2001.

）


